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月
3
日
に
、
町
役
場
で

　
　
　

美
浜
町
長
定
例
記
者
会

見
を
開
催
し
ま
し
た
。

　

定
例
記
者
会
見
は
、
新
聞
社

や
テ
レ
ビ
局
等
の
マ
ス
メ
デ
ィ

ア
と
積
極
的
に
接
触
を
図
り
、

町
政
に
関
す
る
情
報
を
広
く
町

民
に
発
信
す
る
た
め
に
、
今
年

度
か
ら
新
た
に
始
め
た
取
り
組

み
で
す
。

　

当
日
は
、
マ
ス
コ
ミ
10
社
が

6

町政情報を広く発信するために

　定例記者会見を開催しました

出
席
す
る
中
、
山
口
町
長
が
、

6
月
議
会
に
上
程
す
る
補
正
予

算
の
概
要
や
町
の
施
策
、
町
の

イ
ベ
ン
ト･

行
事
等
に
つ
い
て
説

明
し
、
そ
の
後
、
出
席
し
た
マ

ス
コ
ミ
各
社
と
質
疑
応
答
を
行

い
ま
し
た
。

　

町
で
は
、
今
後
も
同
様
の
定

例
記
者
会
見
を
、
町
議
会
定
例

会
前(

9
月
、12
月
、3
月)

に
開
催

す
る
予
定
で
す
。　

↑ 6 月補正予算について説明する山口町長

記者会見に出席したマスコミ各社 →

　
　
　

で
は
、
県
か
ら
の
要
請

　
　
　

に
応
え
、
6
月
3
日
か

ら
9
日
の
7
日
間
、
職
員
を
宮
城

県
山
元
町
へ
派
遣
し
ま
し
た
。

　

町
か
ら
派
遣
し
た
の
は
石
丸

悦
子
保
健
師
長
。
保
健
師
4
人
、

薬
剤
師
1
人
か
ら
な
る
福
井
県

東
日
本
大
震
災
健
康
相
談
班
第

19
班
の
一
員
と
し
て
、
現
地
の
避

難
所
と
仮
設
住
宅
で
被
災
者
の

健
康
相
談
や
家
庭
訪
問
、
衛
生
管

理
に
あ
た
り
ま
し
た
。

　

山
元
町
は
、
押
し
寄
せ
た
津
波

に
よ
り
、
死
者
６
６
９
人
、行
方

不
明
者
71
人
の
被
害
を
出
し(

5

月
23
日
現
在)

、
家
屋
等
に
つ
い

て
は
約
３
，８
２
４
棟
が
全
壊
ま

た
は
半
壊
等
の
被
害
を
受
け
ま

し
た(

5
月
11
日
現
在)

。
ま
た
、町

内
外
11
か
所
の
避
難
所
で
は
計

６
６
５
人
が
避
難
生
活
を
送
っ

て
い
ま
す(

6
月
7
日
現
在)

。

　

帰
町
後
、石
丸
保
健
師
長
は
、

｢

健
康
相
談
の
時
、﹃
遺
体
が
水

美浜町から被災地へ

　町職員･社会福祉協議会職員が被災地で活動

に
浮
か
ん
で
い
る
光
景
を
思
い

出
し
て
眠
れ
な
い
﹄や
、﹃
自
分

も
あ
の
時
死
ん
で
し
ま
え
ば
よ

か
っ
た
﹄等
と
、辛
い
経
験
を
語

る
被
災
者
の
方
が
お
り
、
思
わ
ず

涙
が
出
ま
し
た
。
町
内
の
瓦が

れ

き礫

の
撤
去
は
進
み
、
仮
設
住
宅
へ
の

入
居
も
始
ま
っ
て
い
ま
す
が
、
町

と
し
て
の
復
興
計
画
が
示
さ
れ

て
い
な
い
た
め
、
今
後
の
生
活
設

計
を
立
て
ら
れ
な
い
と
悩
む
被

災
者
の
方
も
い
ま
し
た
。
今
後
、

被
災
者
は
避
難
所
か
ら
仮
設
住

宅
へ
移
っ
て
い
く
と
思
い
ま
す

が
、
仮
設
住
宅
で
は
食
事
の
準
備

等
は
個
人
で
し
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。
高
齢
者
や
障
が
い
者

が
孤
立
せ
ず
、
健
康
を
維
持
で
き

る
よ
う
支
援
し
て
い
く
こ
と
が

必
要
だ
と
思
い
ま
す
。｣

と
山
口

町
長
に
報
告
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
美
浜
町
社
会
福
祉
協
議

会
も
4
月
末
か
ら
職
員
の
派
遣

を
行
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
に

4
人
の
方
が
岩
手
県
陸
前
高
田

市
で
、
現
地
社
協
の
応
援
や
災
害

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
の
運

営
に
あ
た
り
ま
し
た
。

町

↑石丸保健師長が派遣された避難所
　( 山元町立山下中学校 )

[

派
遣
職
員(

派
遣
期
間)]

・
家
光
薫
さ
ん(

４
月
27
日
～
5
月
4
日)

・
宮
下
直
さ
ん(

5
月
2
日
～
9
日)

・
熊
谷
誓
成
さ
ん(

5
月
27
日
～
6
月
3
日)

・
髙
木
義
則
さ
ん(

5
月
27
日
～
6
月
3
日)
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　町では、ＪＲ小浜線の利用促進を図る
ため、回数乗車券を購入いただいた方や
団体旅行を実施された方に対して費用の
一部を助成しています。
　ぜひ、このお得な助成事業をご利用く
ださい。

ご存知ですか？ＪＲ小浜線利用促進助成
～ＪＲ小浜線は地域の宝物　みんなで乗ろうよ小浜線　切符は美浜駅で買いましょう！～

回
数
乗
車
券
の
助
成

□
対
象
者

・
町
内
に
住
所
を
有
す
る
方
、
ま
た　

　

は
町
内
の
事
業
所
等
に
勤
務
す
る
方

・
町
税
等
に
滞
納
が
な
い
方

□
条　

件

　

美
浜
駅
で
小
浜
線
区
間
を
利
用
す
る

回
数
乗
車
券
を
購
入
し
た
場
合

□
助
成
額

　

回
数
乗
車
券
の
10
％

※
限
度
額
は
、
1
回
の
購
入
に
つ
き

　

1
人
あ
た
り
１
，０
０
０
円
。

□
対
象
者

　

団
体
旅
行
助
成
の
申
請
者
が
町
内
に

住
所
を
有
し
て
い
る
こ
と
、
ま
た
は
町
内

の
事
業
所
等
に
勤
務
し
て
い
る
こ
と
。

□
条　

件

　

美
浜
駅
で
小
浜
線
区
間
を
利
用
す
る

8
人
以
上
の
団
体
切
符
を
購
入
し
た
場
合

□
助
成
額

　

Ｊ
Ｒ
の
団
体
割
引
後
の
20
％

※
限
度
額
は
、
１
人
あ
た
り
片
道　
　

　

４
０
０
円
。

団
体
旅
行
の
助
成

※
お
問
い
合
わ
せ
先

　

町
企
画
政
策
課(

担
当･

三
田)

☎
32
‐
６
７
０
１

　

町
内
の
保
育
園
・
小
学
校
・
中
学
校

の
学
校
行
事
や
部
活
動
等
で
、
Ｊ
Ｒ
小

浜
線
を
利
用
し
た
際
の
小
浜
線
区
間
の

運
賃
を
全
額
助
成
し
ま
す
。

学
生
団
体
の
助
成

対象期間　  7月1日(金)～9月30日(金)

対象旅行

　ＪＲ美浜駅で発行するＪＲ切符を購入して、ＪＲ小浜
線を利用した親子旅行。
　ただし、次のいずれかに該当する場合は、原則として
助成対象となりません。
①親子旅行の変更･中止等により切符の払い戻し等を受け
　た場合
②各地区子ども会等の団体主催による親子旅行

対象者

  ＪＲ切符を購入した時点で、次のすべての条件を満たす方
①本町に住所を有する親子。(親子旅行には中学生以下の
　者が１人以上含まれていること。)
※親子とは、子どもの親に限らず祖父母等3親等以内の親
　族を含む。
②美浜駅または東美浜駅を始点または帰点としたＪＲ切
　符であること。
③町税等に滞納がないこと。

助成額

　ＪＲ切符購入費の3分の2(限度額10,000円)を助成します。
※助成は、1世帯1回限りとする。(子どもと別世帯の親族
　とが旅行した場合も１世帯とする。)

申請方法

①ＪＲ美浜駅で切符を購入した際に、ＪＲ美浜駅に備え
　付けの申請書兼請求書に販売証明を受けてください。
②親子旅行実施後20日以内に町企画政策課へ申請書兼請
　求書を提出してください。

夏休み親子旅行助成

夏休み！親子で行ってらっしゃい

今年度も実施！
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不
法
投
棄
は
重
大
な
犯
罪

　

私
た
ち
が
日
々
の
生
活
を
お
く
る
上
で

排
出
さ
れ
る
廃
棄
物(
ご
み)

は
、「
廃
棄

物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
」に

よ
り
適
正
に
処
理
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ

て
い
ま
す
。
こ
れ
に
違
反
し
て
廃
棄
物
を

捨
て
る
こ
と
を
不
法
投
棄
と
い
い
ま
す
。

　

不
法
投
棄
で
検
挙
さ
れ
た
場
合
は
、
5

年
以
下
の
懲
役
も
し
く
は
１
，０
０
０
万

円
以
下
の
罰
金(

ま
た
は
こ
の
両
方)

が

科
せ
ら
れ
、
未
遂
で
あ
っ
て
も
罰
せ
ら
れ

ま
す
。
ま
た
、
法
人
等
が
そ
の
業
務
に
関

し
、
産
業
廃
棄
物
ま
た
は
一
般
廃
棄
物
を

不
法
投
棄
し
た
場
合
に
は
、
３
億
円
以
下

の
罰
金
が
科
せ
ら
れ
ま
す
。

　

不
法
投
棄
を
目
的
と
し
て
廃
棄
物
の
収

集
及
び
運
搬
を
し
た
場
合
に
も
、
3
年
以

下
の
懲
役
も
し
く
は
３
０
０
万
円
以
下
の

罰
金(

ま
た
は
こ
の
両
方)

が
科
せ
ら
れ

ま
す
。

※
お
問
い
合
わ
せ
先

　

町
住
民
環
境
課(

担
当･

田
村)

☎
32
‐
６
７
０
３

食用廃油の回収にご協力ください

犯

不
法
投
棄･

野
焼
き　

 

不
法
投
棄
を
発
見
し
た
ら

　

不
法
投
棄
の
拡
大
を
防
止
す
る
に
は
、

早
期
の
発
見･

通
報
が
重
要
で
す
。

　

発
見
し
た
ら
、
速
や
か
に
次
ま
で
連
絡

し
て
く
だ
さ
い
。

　

 

野
焼
き(

野
外
焼
却)

も
同
罪
で
す

　町では、平成 19 年度から町内 9 か所で食用廃油の回収を
行っています。
　ご家庭から出る食用油をペットボトル等に入れて、回収
ボックスにお入れください。回収ボックスの場所が分からな
い場合は住民環境課へお問い合わせください。
　なお、食用廃油を出す時は、次のことにご協力ください。

↑不法投棄されたテレビ ( 佐田 )

罪
で
す

は

　

 

不
法
投
棄
を
防
ぐ
に
は

　

個
人
の
地
所
に
不
法
投
棄
さ
れ
、
そ
の

投
棄
者
が
判
明
し
な
い
場
合
、
土
地
の
所

有
者
ま
た
は
管
理
者
が
そ
の
処
理
を
し
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
不
法
投
棄
物
に

は
、
リ
サ
イ
ク
ル
家
電(

テ
レ
ビ
や
冷
蔵

庫
等)

や
粗
大
ゴ
ミ
等
の
処
理
に
多
額
の

費
用
が
か
か
る
も
の
や
、
処
理
の
困
難
な

も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
多
く
あ
り

ま
す
。

　

不
法
投
棄
を
許
さ
な
い
環
境
を
つ
く
る

た
め
に
、
日
頃
か
ら
次
の
こ
と
を
心
が
け

て
く
だ
さ
い
。

①
土
地
の
草
を
刈
る
等
し
て
、
見
通
し
を

　

よ
く
し
て
お
く

②
柵
を
設
け
た
り
、入
口
を
施
錠
す
る
等
、

　

簡
単
に
侵
入
で
き
な
く
す
る

③
定
期
的
に
見
回
り
、
土
地
の
状
態
を
把

　

握
す
る

○
県
循
環
社
会
推
進
課

　

☎
０
７
７
６
‐
20
‐
０
５
８
４

○
二
州
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー

　

☎
22
‐
０
５
８
４

○
町
住
民
環
境
課

　

☎
32
‐
６
７
０
３

　

廃
棄
物
を
焼
却
し
て
処
分
す
る
こ
と

も
、
不
法
投
棄
と
同
様
に｢

廃
棄
物
の
処

理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律｣

で
禁
止
さ

れ
て
お
り
、
違
反
し
た
場
合
、
不
法
投
棄

と
同
等
の
刑
罰
を
受
け
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。　

　

た
だ
し
、
次
の
よ
う
な
場
合
は
、
例
外

的
に
野
外
焼
却
が
認
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

通
報
さ
れ
る
際
は
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

○
適
正
な
焼
却
施
設
を
使
用
す
る
場
合

○
公
共
施
設
の
維
持
管
理
に
関
す
る
場
合

○
風
俗
慣
習
上
、ま
た
は
宗
教
上
の
行
事

　

に
関
す
る
場
合

○
農
林
水
産
業
を
営
む
上
で
や
む
を
得
な

　

い
場
合

○
た
き
火
等
の
軽
微
な
場
合

● 油の汚れ ( 天ぷらかす等 ) を十分に取り除いてください

● 容器のフタをしっかり閉めてください

● 食用油以外の油は出さないでください

回収ボックス設置場所

・町役場 ( 住民環境課 )
・町立図書館　
・新庄区事務所
・体育センター ( 久々子 )
・美浜町漁業協同組合 ( 日向 )
・美浜町漁業協同組合早瀬支所
・佐田出張所
・美浜町漁業協同組合菅浜支所
・丹生ポート
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↑福島第一原子力発電所事故を踏まえ指示した緊急
　安全対策等について説明する石垣統括安全審査官

第
１
７
２
回
町
原
子
力
環
境
安
全
監
視

委
員
会
を
開
催
し
ま
し
た

　

5
月
31
日
に
、
町
役
場
で
第
１
７
２
回

町
原
子
力
環
境
安
全
監
視
委
員
会
を
開
催

● 

北
米
プ
レ
ー
ト
と
ユ
ー
ラ
シ
ア
プ
レ
ー

ト
の
境
界
で
も
、
東
方
地
方
太
平
洋
沖
地

震
の
よ
う
な
大
き
な
地
震
が
起
こ
る
可
能

性
は
な
い
か
。

● 

地
震
や
津
波
に
対
し
て
、最
悪
の
シ
ナ
リ

オ
を
想
定
し
た
備
え
を
す
べ
き
。ハ
ー
ド
面

だ
け
で
な
く
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
も
重
要
だ
。

等
さ
ま
ざ
ま
な
意
見
が
出
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
れ
ら
の
意
見
に
対
し
、
原
子
力
安

全
・
保
安
院
は
、

美浜発電所の状況

　今回の報告では、5月19日から6月17日までの美浜
発電所の状況等についてお知らせします。

美
浜
１
号
機

　

定
格
熱
出
力
一
定
運
転
中

　
　
　
　
　

  (

平
成
22
年
11
月
19
日
～)

美
浜
2
号
機

美
浜
3
号
機

　

第
25
回
定
期
検
査
中

　
　
　
　
　

（
平
成
22
年
11
月
24
日
～
）

　

第
25
回
定
期
検
査
中

　
　
　
　
　

（
平
成
23
年
5
月
14
日
～
）

等
の
意
見
が
出
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
れ
ら
の
意
見
を
受
け
、関
西
電
力
㈱

は
、

● 

北
米
プ
レ
ー
ト
と
ユ
ー
ラ
シ
ア
プ
レ
ー

ト
の
境
界
部
は
、太
平
洋
側
の
よ
う
な
海
溝

型
で
は
な
い
た
め
、大
き
な
地
震
が
発
生
す

る
可
能
性
は
低
い
と
考
え
る
。過
去
の
デ
ー

タ
で
も
太
平
洋
側
に
比
べ
て
小
さ
い
。

● 

地
震
や
津
波
に
対
す
る
対
策
に
つ
い
て

は
、
福
島
発
電
所
事
故
等
の
知
見
を
適
宜

取
り
入
れ
対
応
し
て
い
き
た
い
。

と
述
べ
ま
し
た
。

● 

保
安
院
の
想
定
は
、
原
子
炉
等
の
設
備

は
守
れ
る
が
、
人
は
守
れ
な
い
。
美
浜
発

● 

浜
岡
発
電
所
の
停
止
要
請
に
つ
い
て
、海

江
田
大
臣
は
他
の
発
電
所
の
安
全
に
つ
い

て
責
任
を
持
つ
と
発
言
し
た
が
、緊
急
安
全

対
策
で
技
術
上
は
安
全
と
さ
れ
た
浜
岡
発

電
所
は
何
が
危
な
く
て
美
浜
発
電
所
は
何

が
危
な
く
な
い
の
か
理
解
で
き
な
い
。

● 

福
島
原
発
の
事
故
を
踏
ま
え
、
今
後
は
防

災
道
路
の
発
想
を
変
え
な
く
て
は
な
ら
な

い
。
従
来
の
住
民
避
難
の
た
め
の
道
路
と
い

う
だ
け
で
な
く
、
事
故
時
に
外
部
か
ら
発
電

所
へ
電
源
車
や
ポ
ン
プ
車
を
乗
り
入
れ
た
り

資
機
材
を
輸
送
す
る
等
、
復
旧
支
援
の
た
め

の
機
能
も
防
災
道
路
に
必
要
と
な
る
。
県
が

設
置
し
た
原
子
力
防
災
編
検
討
委
員
会
に
保

安
院
か
ら
若
狭
地
域
の
統
括
管
理
官
が
委
員

と
し
て
参
加
し
て
い
る
の
で
、
い
た
だ
い
た

ご
意
見
を
踏
ま
え
、
避
難
の
あ
り
方
等
に
つ

い
て
議
論
し
て
い
き
た
い
。

● 

保
安
院
は
、
今
回
の
緊
急
安
全
対
策
と

し
て
、
福
島
と
同
じ
大
き
さ
の
津
波
が
起

こ
っ
た
と
し
て
も
放
射
性
物
質
を
周
辺
に

放
出
す
る
よ
う
な
こ
と
に
な
ら
な
い
よ

う
、
必
要
な
対
策
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ

と
を
確
認
し
た
。
そ
の
結
果
、
美
浜
発
電

所
を
は
じ
め
、
高
浜
や
大
飯
発
電
所
、
そ

と
説
明
し
ま
し
た
。

　

委
員
会
の
最
後
に
山
口
町
長
は
、

● 

美
浜
町
に
は
道
路
の
問
題
が
あ
る
が
、

こ
の
こ
と
が
一
切
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。

よ
っ
て
、
発
電
所
に
通
じ
る
ア
ク
セ
ス
道

路
に
つ
い
て
明
確
な
方
向
性
を
示
し
て
も

ら
い
た
い
。

と
原
子
力
安
全･

保
安
院
に
強
く
要
請
し

ま
し
た
。

　

委
員
会
で
は
、
今
後
も
福
島
発
電
所
事

故
等
に
よ
る
周
辺
環
境
へ
の
影
響
、
ま

た
、
福
島
事
故
か
ら
得
る
知
見
が
美
浜
発

電
所
で
適
切
に
実
施
さ
れ
る
か
等
、
適

宜
、
国
や
事
業
者
に
説
明
を
求
め
な
が
ら

発
電
所
の
安
全
を
確
認
し
て
い
き
ま
す
。

　

そ
の
後
、
美
浜
発
電
所
の
緊
急
安
全
対

策
を
確
認
し
た
原
子
力
安
全
・
保
安
院
か

ら
の
説
明
に
対
し
、
委
員
か
ら
は
、

し
ま
し
た
。

　

今
回
の
委
員
会
で
は
、
福
島
第
一
原
子

力
発
電
所
事
故
を
踏
ま
え
、
国
が
3
月
30

日
に
電
力
事
業
者
に
指
示
し
た
緊
急
安
全

対
策
に
つ
い
て
、
美
浜
発
電
所
が
実
施
し

た
内
容
、
ま
た
、
そ
の
確
認
結
果
等
を
、

関
西
電
力
㈱
と
原
子
力
安
全･

保
安
院
に

説
明
を
求
め
ま
し
た
。

　

関
西
電
力
㈱
の
説
明
を
受
け
た
委
員
か

ら
は
、

電
所
に
続
く
半
島
道
路
は
、
山
と
海
の
境

界
部
に
あ
り
、
し
か
も
海
抜
の
低
い
と
こ

ろ
を
走
っ
て
い
る
。
福
島
の
よ
う
な
事
態

に
な
っ
た
場
合
、
住
民
の
安
全
を
守
る
こ

と
を
提
言
す
る
の
は
保
安
院
の
責
任
。

よ
っ
て
、
発
電
所
ま
で
の
ア
ク
セ
ス
道
路

確
保
の
必
要
性
を
認
識
い
た
だ
き
た
い
。

し
て
停
止
し
た
浜
岡
発
電
所
も
含
め
技
術

的
に
は
問
題
な
い
と
判
断
し
た
。
他
方
、

浜
岡
発
電
所
に
つ
い
て
は
、
30
年
以
内
に

震
度
6
強
以
上
の
地
震
が
起
き
る
確
率
が

84
％
と
他
と
比
較
し
て
極
め
て
高
い
こ
と

や
、
こ
れ
に
伴
う
大
規
模
な
津
波
襲
来
の

切
迫
性
と
い
っ
た
特
有
の
事
情
か
ら
停
止

要
請
が
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。


